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は
じ
め
に

　

肥
後
国
天
草
郡
は
、
九
州
地
方
の
中
西
部
、
有
明
海
・
東
シ
ナ
海
に
囲
ま
れ
た

島
々
か
ら
な
る
地
域
で
あ
る

1

。
慶
長
五
年(

一
六
〇
〇)

以
降
、
大
名
領
と
な

っ
た
が
、
寛
永
一
四
年(

一
六
三
七)

に
天
草
・
島
原
の
乱
が
お
き
る
。
そ
の
後

も
大
名
領
で
あ
っ
た
が
、
同
一
八
年
に
は
幕
府
領
と
な
り
、
近
世
初
頭
は
一
二
七

村
あ
っ
た
も
の
が
一
町
八
六
村
と
な
り
、
一
〇
の
大
庄
屋
組
に
編
成
さ
れ
た
。
そ

の
後
、
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
に
は
再
び
大
名
領
と
な
っ
た
が
、
寛
文
一
一
年

(

一
六
七
一)

以
後
、
幕
府
領
と
し
て
明
治
維
新
ま
で
つ
づ
く
。
当
初
は
専
任
の

代
官
が
派
遣
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
は
日
田
代
官
兼
帯
、
島
原
藩
預
り
、
西
国

(

日
田)

郡
代
兼
帯
、
長
崎
代
官
兼
帯
と
統
治
者
は
推
移
し
て
い
っ
た
。
郡
全
体

の
石
高
は
天
保
郷
帳
で
二
万
五
千
石
弱
で
あ
っ
た
。
対
象
地
域
の
高
浜
村
を
含
め

て
、
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
に
は
、
天
草
崩
れ
と
い
わ
れ
る
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン

の
大
量
検
挙
事
件
が
発
生
し
た
。

　

対
象
地
域
の
高
浜
村
は
、
同
郡
の
西
筋
と
呼
ば
れ
る
天
草
下
島
の
西
海
岸
、
東

シ
ナ
海
に
面
し
て
お
り
、
大
庄
屋
組
の
大
江
組
に
属
し
た
。
同
村
の
庄
屋
を
世
襲

し
行
政
に
携
わ
っ
た
上
田
家
は
同
地
に
現
存
し
て
お
り
、
現
在
も
近
世
か
ら
続
く

肥
後
国
天
草
郡
の
御
用
留
と
庄
屋
日
記

―
高
浜
村
庄
屋
上
田
家
文
書
を
中
心
に
―

東　

昇

陶
石
採
掘
、
高
浜
焼
と
呼
ば
れ
る
窯
業
を
営
む
。
上
田
家
は
、
現
在
上
田
陶
石
合

資
会
社
と
変
化
し
、
事
業
の
一
環
と
し
て
天
草
の
歴
史
を
紹
介
す
る
上
田
資
料
館

を
運
営
し
、
同
家
の
文
書
（
上
田
家
文
書
）
を
公
開
し
て
い
る
。

　

上
田
家
文
書
は
、
戦
前
か
ら
調
査
が
行
わ
れ
、
目
録
も
刊
行
さ
れ
て
お
り

2

、

同
家
の
歴
史
を
反
映
し
て
、
村
の
行
政
に
関
す
る
文
書
を
多
く
含
ん
で
い
る
。
そ

の
な
か
に
、
庄
屋
日
記
が
八
九
点
、
天
明
三
年
（
一
七
八
三
）
、
寛
政
二
～
明
治

二
年
（
一
七
九
〇
～
一
八
六
九
）
、
「
御
用
書
留
」
等
と
記
さ
れ
る
御
用
留
が
七
八

点
、
寛
延
四
～
慶
応
二
年
（
一
七
五
一
～
一
八
六
六
）
が
あ
る
。
庄
屋
日
記
と
御

用
留
が
、
一
八
世
紀
後
期
以
降
、
重
複
し
な
が
ら
伝
わ
る
。
長
期
的
に
現
存
す
る

文
書
群
の
分
析
は
重
要
で
あ
り
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
村
の
行
政
に
つ
い

て
地
域
情
報
の
観
点
か
ら
ま
と
め
て
分
析
し
て
い
る

3

。

一　

寛
延
四
年
「
御
用
書
留
帳
」
の
御
用
分
類

　

高
浜
村
上
田
家
文
書
に
は
、
「
御
用
書
留
帳
」
が
、
寛
延
四
～
慶
応
二
年

（
一
七
五
一
～
一
八
六
六
）
、
年
未
詳
も
含
め
て
七
八
点
現
存
し
て
い
る

4

。
も
っ

と
も
古
い
寛
延
四
年
の
御
用
留
の
表
題
は
「
御
用
書
留
帳
」
と
あ
る
が
、
以
下
御
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用
留
と
し
て
紹
介
す
る
。
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）
以
降
、
島
原
藩
の
預
所
と
な

り
深
溝
松
平
家
が
支
配
し
た
。
し
か
し
寛
延
二
年
藩
主
に
就
い
た
松
平
忠
祇
が

一
二
歳
の
た
め
長
崎
監
督
が
難
し
い
と
さ
れ
、
宇
都
宮
藩
主
戸
田
忠
盈
と
領
地
交

代
と
な
っ
た
。
寛
延
三
年
二
月
、
戸
田
氏
が
島
原
へ
入
部
し
、
天
草
の
支
配
役
所

の
冨
岡
陣
屋
が
引
き
渡
さ
れ
て
い
る

5

。
一
方
、
こ
の
「
御
用
書
留
帳
」
を
作
成

し
た
庄
屋
上
田
勘
右
衛
門
（
上
田
家
五
代
）
は
、
元
文
三
年
（
一
七
三
八
）
庄
屋

と
な
っ
た

6

。
ま
た
、
高
浜
村
が
含
ま
れ
る
大
江
組
八
ヶ
村
の
大
庄
屋
は
、
大
江

村
の
松
浦
四
郎
兵
衛
で
あ
る
。
こ
の
大
江
組
大
庄
屋
は
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）

赤
崎
傳
右
衛
門
か
ら
交
代
し
て
い
る
。

御
用
留
の
内
容
は
、
記
載
さ
れ
て
い
る
記
事
の
差
出
を
も
と
に
分
類
す
る
と
、

全
部
で
九
九
件
と
な
る
（
【
表
】
）
。
差
出
人
は
、
冨
岡
に
あ
り
、
当
時
、
当
幕
府

領
を
預
か
っ
て
い
た
戸
田
氏
島
原
藩
の
役
所
に
詰
め
る
藩
士
か
ら
の
も
の
四
八

件
、
御
蔵
元
か
ら
一
六
件
、
高
浜
村
が
属
す
る
大
江
組
大
庄
屋
か
ら
一
九
件
、
大

庄
屋
組
名
不
明
の
大
庄
屋
か
ら
二
件
、
志
岐
組
大
庄
屋
か
ら
一
件
、
大
江
組
筆
耕

の
筆
者
か
ら
四
件
、
そ
の
他
不
明
は
九
件
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
宛
名
、
当
時
の
認
識
お
よ
び
内
容
を
も
と
に
分
類
す
る
と
、
①
天
草
全
体

一
三
件
、
②
西
目
筋
一
九
件
、
③
冨
岡
町
・
大
江
組
・
壱
町
田
組
・
久
玉
組
一
一
件
、

④
役
人
の
人
馬
先
触
二
二
件
、
⑤
御
用
状
の
村
継
九
件
、
⑥
大
江
組
内
二
五
件
と

な
る
。
④
⑤
は
差
出
・
宛
名
で
は
な
い
が
、
つ
ぎ
の
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
二

月
、
天
草
詰
島
原
藩
士
の
小
川
有
経
が
ま
と
め
た
「
冨
岡
在
勤
中
諸
事
心
覚
」
に

よ
る
と
、
明
確
に
触
と
区
別
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

7

。
ま
ず
、「
冨
岡
ゟ
方
々

江
之
村
継
」
と
し
て
、「
村
々
江
触
状
差
出
候
宛
之
事
」
の
項
目
に
は
包
紙
に
「
触

状
」
と
あ
る
。
他
に
、
牛
深
見
張
番
所
へ
の
書
状
、
島
原
へ
の
飛
脚
差
出
、
唐
船

漂
着
御
用
、
唐
船
漂
着
の
先
触
と
例
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
、
い

わ
ゆ
る
触
状
の
他
に
、
島
原
城
下
、
番
所
、
唐
船
漂
着
関
係
の
役
人
へ
の
御
用
状

（
④
）
、
唐
船
漂
着
御
用
に
関
す
る
先
触
（
⑤
）
、
こ
の
二
種
類
の
村
継
が
区
別
し

て
認
識
さ
れ
て
お
り
、
今
回
の
分
類
の
基
準
と
し
て
い
る
。

こ
の
な
か
で
、
①
②
天
草
全
体
へ
の
触
は
宛
名
別
に
、
Ａ
冨
岡
町
以
下
、
志
岐

組
等
大
庄
屋
組
名
、
Ｂ
村
々
大
庄
屋
・
小
庄
屋
中
、
Ｃ
東
目
・
西
目
村
々
大
庄
屋
・

小
庄
屋
中
と
、
三
種
に
分
け
ら
れ
る
。
天
草
郡
は
、
陣
屋
の
あ
っ
た
冨
岡
町
を
中

心
に
東
目
、
西
目
の
二
つ
の
地
域
区
分
が
あ
る
。
西
目
通
、
西
目
筋
宛
以
外
に
、

冨
岡
町
・
大
江
組
・
壱
町
田
組
・
久
玉
組
が
ま
と
ま
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
高
浜

村
の
属
す
る
西
目
筋
と
考
え
ら
れ
る
。
享
和
三
年
「
冨
岡
在
勤
中
諸
事
心
覚
」
に
は
、

西
に
冨
岡
町
・
大
江
組
・
壱
町
田
組
・
久
玉
組
・
本
戸
組
、
東
に
志
岐
組
・
井
手

組
・
御
領
組
・
栖
本
組
・
大
矢
野
組
・
砥
岐
組
と
、
西
目
・
東
目
の
分
類
が
記
さ

れ
、
享
和
期
に
は
本
戸
組
が
含
ま
れ
て
い
る

8

。

 
 

こ
の
二
種
類
の
記
載
の
違
い
は
差
出
に
よ
る
も
の
で
、
島
原
藩
役
人
は
「
西
目

通
村
　々

大
庄
屋
・
小
庄
屋
中
」
と
な
り
西
目
通
、
西
目
筋
宛
、
御
蔵
元
助
次
郎

は
「
冨
岡
町
・
大
江
組
・
壱
町
田
組
・
久
玉
組
大
庄
屋
・
小
庄
屋
中
」
と
組
名
宛

で
あ
る
。
藩
役
人
の
場
合
、
島
原
藩
の
領
内
支
配
で
使
用
さ
れ
る
北
目
・
南
目
・

西
目
の
「
目
」
と
い
う
地
域
呼
称
を
利
用
し
た
と
思
わ
れ
る

9

。
こ
の
呼
称
は
、

文
化
一
五
年
大
庄
屋
木
山
家
文
書
「
御
用
触
写
帳
」
、
庄
屋
上
田
家
文
書
「
御
用

書
留
帳
」
で
は
、
東
筋
・
西
筋
と
変
化
し
て
い
る

10

。　

③
御
蔵
元
（
正
徳
三
～
天
明
元
年
（
一
七
一
三
～
一
七
八
一
）
）
は
、
江
島
万

利
子
氏
に
よ
る
と
、
本
来
の
年
貢
保
管
の
業
務
以
外
に
、
役
人
か
ら
の
触
書
の
下

達
、
帳
簿
の
集
約
、
雨
乞
・
虫
除
な
ど
に
関
わ
っ
て
お
り
、
触
の
宛
名
も
大
庄
屋

が
多
く
、
蔵
元
の
職
務
を
引
き
継
い
だ
郡
会
所
の
成
立
以
降
、
会
所
詰
大
庄
屋
の

触
は
、
大
庄
屋
・
庄
屋
・
町
役
人
連
名
が
多
い
と
指
摘
す
る

11

。
御
蔵
元
発
は
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一
六
件
あ
り
、
江
島
氏
の
指
摘
の
通
り
、
年
貢
米
、
奉
公
人
帳
、
大
御
所
（
徳
川

吉
宗
）
他
界
の
通
知
や
検
見
方
・
御
用
の
人
馬
先
触
で
あ
る
。
宛
名
を
み
る
と
、

御
蔵
元
は
西
目
に
属
す
組
名
で
触
れ
て
い
る
が
、
文
化
一
五
年
会
所
詰
大
庄
屋
発

の
場
合
は
、
「
東
筋
西
筋
大
庄
屋
・
町
役
人
・
庄
屋
衆
中
」
と
、
東
西
合
わ
せ
た

天
草
郡
全
体
宛
と
な
り
東
・
西
別
の
通
知
は
な
い
。

　

つ
ぎ
に
、
④
人
馬
の
先
触
は
、
藩
士
が
巡
見
、
宗
門
改
、
検
見
で
出
郷
す
る
際

に
、
人
馬
を
提
供
す
る
御
用
に
関
す
る
触
で
あ
り
、
遠
見
番
が
置
か
れ
唐
船
漂
着

が
多
い
崎
津
へ
の
事
例
が
一
五
件
と
大
部
分
を
占
め
て
い
る
。
⑤
御
用
状
の
村
継

は
、
冨
岡
役
所
や
遠
見
番
人
、
崎
津
へ
出
役
し
た
藩
士
間
の
差
出
・
宛
名
が
多

い
。
一
部
「
崎
津
村
ゟ
冨
岡
町
迄　

村
々
庄
屋
中
」
と
経
路
上
の
村
宛
も
あ
る

が
、
ほ
と
ん
ど
が
村
継
の
前
後
の
村
名
と
刻
付
を
記
入
し
て
い
る
の
み
で
、
御
用

状
の
通
過
を
書
き
留
め
、
御
用
を
勤
め
た
証
と
し
て
い
る
。
唐
船
漂
着
の
触
は
、

遠
見
番
所
の
あ
る
崎
津
が
隣
村
で
あ
る
た
め
、
経
路
上
の
特
殊
性
と
も
考
え
ら
れ

る
。
し
か
し
、
安
高
啓
明
氏
に
よ
る
と
、
砥
岐
組
大
庄
屋
藤
田
家
文
書
の
嘉
永
五

年
（
一
八
五
二
）「
御
役
所
触
留
帳
」
に
は
、
唐
船
漂
着
の
触
は
伝
達
さ
れ
て
お
り
、

遠
見
番
所
の
な
い
組
内
に
影
響
は
少
な
い
が
、
漂
流
船
の
経
費
を
組
割
出
銀
し
て

い
た
た
め
と
解
釈
し
て
い
る

12

。
一
概
に
番
所
が
近
い
な
ど
の
理
由
だ
け
で
は
な

い
場
合
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

 
 

⑥
大
江
組
内
は
、
差
出
で
分
類
す
る
と
大
庄
屋
松
浦
四
郎
兵
衛
一
六
件
、
大
江

組
筆
者
嘉
右
衛
門
四
件
、
そ
の
他
で
あ
る
。
大
庄
屋
発
は
、
Ａ
崎
津
附
山
役
人
衆

下
番
給
、
御
役
所
水
夫
給
、
冨
岡
附
遠
見
山
方
衆
の
小
屋
入
用
茅
、
御
用
材
木
下

し
人
足
、
番
人
な
ど
の
組
割
、
Ｂ
奉
行
の
通
行
や
宗
門
改
の
人
数
・
食
事
、
麦
作

見
分
の
宿
泊
通
知
で
あ
る
。
Ａ
は
役
給
や
人
足
・
入
用
な
ど
大
庄
屋
組
内
で
の
割

り
当
て
、
Ｂ
は
藩
役
人
の
出
郷
に
よ
る
担
当
な
ど
、
組
内
の
調
整
事
項
で
あ
る
。

ま
た
、
筆
者
の
場
合
は
、
組
内
の
諸
帳
簿
を
作
成
す
る
職
務
と
連
動
し
、
作
夫
食

願
帳
面
、
長
崎
奉
公
人
・
村
人
数
書
付
、
雑
用
割
な
ど
の
入
用
や
記
述
に
関
す
る

伝
達
で
あ
る
。

二　

文
化
一
五
年
、
大
江
組
内
の
御
用
と
庄
屋
日
記
と
の
連
携

　

こ
の
よ
う
な
内
容
は
、
文
化
一
五
年
（
長
崎
代
官
支
配
、
庄
屋
交
代
期
）
の
「
御

用
書
留
帳
」
で
も
同
様
で
あ
り
、
計
一
四
八
件
の
内
、
会
所
か
ら
天
草
全
体
二
七

件
、
会
所
か
ら
大
江
組
・
西
筋
・
大
江
大
庄
屋
宛
八
件
、
冨
岡
役
所
か
ら
大
庄
屋
、

高
浜
村
庄
屋
上
田
源
太
夫
宛
七
件
、
人
馬
先
触
一
五
件
、
御
用
状
の
村
継
四
〇
件
、

大
江
組
内
三
二
件
、
江
月
院
関
係
一
九
件
と
な
る

13

。
特
色
と
し
て
、
寛
延
四
年

と
同
じ
く
、
崎
津
・
大
江
崎
・
牛
深
・
魚
貫
崎
の
遠
見
番
・
山
方
役
人
宛
が
多
く
、

唐
船
漂
着
な
ど
崎
津
御
用
に
関
す
る
東
シ
ナ
海
に
面
し
た
大
江
組
の
傾
向
と
い
え

る
。
そ
し
て
、
こ
の
年
限
定
と
思
わ
れ
る
、
組
の
旦
那
寺
江
月
院
関
係
は
、
文
化

六
年
死
去
の
先
住
職
徳
充
和
尚
の
後
住
を
め
ぐ
る
案
件
で
あ
る
。
こ
の
「
江
月
院

一
件
」
は
御
用
書
留
帳
、
庄
屋
日
記
、
単
独
の
文
書
が
作
成
さ
れ
た
案
件
で
あ
り
、

そ
の
意
味
で
す
で
に
分
析
し
た
木
山
家
の
よ
う
に
「
御
用
触
」
で
は
な
く
、「
御
用
」

と
認
識
さ
れ
書
き
留
め
ら
れ
た
と
い
え
る
。

　

先
に
上
田
家
文
書
の
特
色
と
し
て
庄
屋
日
記
と
御
用
留
が
重
複
し
て
伝
来
し
て

い
る
こ
と
を
述
べ
た
。
最
後
に
、
両
者
の
連
携
の
事
例
と
し
て
文
化
一
五
年
の
例

を
紹
介
し
た
い

14

。
同
年
八
月
二
七
日
会
所
詰
大
庄
屋
か
ら
大
庄
屋
松
浦
四
郎
八

へ
、
年
貢
の
手
本
米
の
差
し
出
し
に
際
し
、
干
魃
の
た
め
症
劣
米
を
加
え
る
件
に

関
し
て
指
示
が
あ
っ
た
（
御
用
書
留
帳
）
。
こ
の
触
と
同
時
に
大
江
組
大
庄
屋
か

ら
「
高
浜
ゟ
都
呂
々
迄
庄
屋
衆
中
」
宛
の
添
状
、
そ
し
て
、
松
浦
四
郎
八
か
ら
高
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浜
村
庄
屋
上
田
源
太
夫
へ
高
浜
村
か
ら
提
出
す
る
よ
う
依
頼
の
書
状
が
添
え
ら
れ

て
い
る
（
御
用
書
留
帳
）
。
こ
の
三
通
は
大
江
村
か
ら
到
来
し
、
内
二
通
（
高
浜

宛
以
外
）
を
次
の
小
田
床
村
に
送
付
し
て
い
る
。
こ
の
指
示
に
対
し
、
同
日
上
田

源
太
夫
か
ら
松
浦
四
郎
八
へ
の
書
状
に
、
手
本
米
を
当
村
か
ら
会
所
触
の
日
限
通

り
差
し
出
す
よ
う
あ
る
が
、
当
村
は
い
ま
だ
収
納
し
て
お
ら
ず
干
損
米
で
は
手
本

に
不
適
当
で
あ
り
、
他
村
に
依
頼
し
て
欲
し
い
と
断
っ
て
い
る
（
日
記
）
。
九
月

一
四
日
、
会
所
詰
大
庄
屋
よ
り
福
連
木
か
ら
崎
津
村
ま
で
の
庄
屋
衆
中
へ
、
年
貢

の
上
中
下
手
本
米
提
出
の
督
促
が
出
て
お
り
（
御
用
書
留
帳
）
、
一
七
日
上
田
源

太
夫
は
手
本
米
上
中
下
を
今
日
会
所
へ
遣
し
た
と
あ
る
（
日
記
）
。こ
の
経
緯
か
ら
、

御
用
書
留
帳
は
村
へ
到
来
し
た
指
示
、
日
記
に
は
対
応
の
返
書
、
結
果
に
つ
い
て

記
さ
れ
て
お
り
、
村
の
庄
屋
は
複
数
の
文
書
を
使
い
、
御
用
を
請
け
実
施
し
、
記

録
し
て
い
っ
た
と
い
え
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
本
稿
で
は
、
肥
後
国
天
草
郡
に
お
け
る
幕
府
領
庄
屋
の
寛
延
四
年
と
文

化
一
五
年
「
御
用
書
留
帳
」
の
内
容
を
分
析
し
、
書
き
留
め
る
御
用
の
実
態
、
特

徴
に
つ
い
て
分
析
し
た
。
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
寛
延
四

年
は
、
領
主
交
代
期
で
あ
り
、
島
原
藩
戸
田
家
の
預
所
支
配
の
な
か
で
、
藩
役
人

や
蔵
元
か
ら
の
触
、
人
馬
先
触
、
御
用
状
村
継
、
大
江
組
内
の
御
用
が
記
録
さ
れ
た
。

文
化
一
五
年
は
、
長
崎
代
官
支
配
、
庄
屋
交
代
期
と
な
り
、
支
配
・
庄
屋
家
の
状

況
は
寛
延
四
年
と
全
く
違
う
が
、
冨
岡
役
所
役
人
、
郡
会
所
か
ら
の
触
、
人
馬
先

触
、
御
用
状
村
継
、
大
江
組
内
の
御
用
は
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
し
、
江
月
院
関
連

の
一
件
が
御
用
と
認
識
さ
れ
記
録
さ
れ
て
お
り
、
御
用
の
範
囲
・
認
識
は
、
時
々

に
応
じ
て
変
化
し
て
い
く
こ
と
が
わ
か
る
。

　

そ
し
て
、
御
用
の
実
態
解
明
に
は
、
経
緯
や
御
用
以
前
の
状
況
を
記
録
し
た
日

記
や
御
用
日
記
を
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
御
用
書
留
帳
は
御
用
の
指

示
に
関
す
る
文
書
が
多
く
、
指
示
へ
の
対
応
、
結
果
は
不
明
で
あ
る
。
指
示
・
対

応
・
結
果
の
流
れ
は
、
例
え
ば
、
別
稿
で
分
析
し
た
伊
予
松
山
藩
領
越
智
島
の
大

庄
屋
作
成
の
弘
化
二
年
御
用
日
記
か
ら
判
明
す
る

15

。
二
月
分
七
三
件
の
内
、
天

草
と
同
じ
く
御
用
状
村
継
一
〇
件
の
他
、
大
部
分
が
代
官
・
手
代
発
三
六
件
、
大

庄
屋
発
一
一
件
の
往
復
書
状
が
占
め
る
。
こ
の
往
復
書
状
に
は
、
指
示
以
外
に
、

再
調
査
や
修
正
な
ど
対
応
・
結
果
で
あ
る
経
緯
が
判
明
す
る
。
ま
た
、
往
来
証
文

の
件
数
だ
け
だ
が
、
野
々
江
村
三
三
通
、
瀬
戸
村
一
〇
通
、
臺
村
一
三
六
通
、
計

一
七
九
通
が
大
庄
屋
か
ら
手
代
に
送
付
さ
れ
て
処
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。こ

の
よ
う
に
、
御
用
の
範
囲
・
認
識
は
変
化
し
て
い
く
た
め
、
そ
の
実
態
は
、

指
示
・
対
応
・
結
果
の
流
れ
、
経
緯
を
分
析
し
て
こ
そ
は
じ
め
て
明
ら
か
に
な
る

と
考
え
る
。
今
後
、
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
御
用
関
連
の
文
書
を
読
み
解
き
、
近

世
の
地
方
に
お
け
る
御
用
の
実
態
を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

な
お
、
御
用
留
の
研
究
は
、
各
地
で
そ
れ
ぞ
れ
の
御
用
留
を
も
と
に
研
究
が
行

わ
れ
て
い
る
が
、
総
合
的
な
研
究
は
進
ん
で
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
の
上
田

家
文
書
の
よ
う
に
庄
屋
日
記
と
御
用
留
な
ど
の
長
期
文
書
群
が
複
数
伝
来
し
て
い

る
事
例
は
比
較
検
討
が
可
能
で
あ
る
。
一
方
で
、
こ
の
よ
う
な
史
料
は
、
全
国
各

地
に
膨
大
に
伝
来
し
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
今
後
、
個
々
の
御
用
留
、
日

記
の
情
報
、
分
析
な
ど
の
デ
ー
タ
を
統
合
す
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
、
研
究
者
の
交
流

の
場
と
し
て
今
日
の
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
活
用
し
た
共
同
研
究
会
の
場
な
ど
を
検
討

し
て
い
き
た
い
。
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【
註
】

1 

東
昇
「
序
章　

研
究
対
象
」『
近
世
の
村
と
地
域
情
報
』
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
一
六
。

2 

天
草
町
教
育
委
員
会
編
『
上
田
家
古
文
書
調
査
事
業
報
告
書　

天
草
上
田
家

文
書
目
録
』
一
九
九
六
。

3

東
昇
『
近
世
の
村
と
地
域
情
報
』。

4 

上
田
家
文
書
三
―
一
～
七
六
、
追
加
二
・
三
、
寛
延
四
年
は
三
―
一
、
上
田
陶

石
合
資
会
社
所
蔵
（
熊
本
県
天
草
市
）。

5

松
田
唯
雄
『
天
草
近
代
年
譜
』
み
く
に
社
、
一
九
四
七
、一
五
九
～
一
六
一
頁
。

6

角
田
政
治
『
上
田
宜
珍
伝　

附
上
田
家
代
々
の
略
記
』
一
九
四
〇
、二
九
頁
。

7 

元
山
文
庫
二
一
三
―
五
二
（
九
州
大
学
附
属
図
書
館
記
録
資
料
館
九
州
文
化

史
部
門
所
蔵
）。

8

元
山
文
庫
二
一
三
―
五
二
。

9

「
島
原
城
跡
」『
日
本
歴
史
地
名
大
系
』
平
凡
社
、
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
版
。

10 

大
庄
屋
木
山
家
文
書
「
御
用
触
写
帳
」
本
渡
市
教
育
委
員
会
『
天
領
天
草
大

庄
屋
木
山
家
文
書
御
用
触
写
帳
』
三
、一
九
九
八
、一
二
～
三
八
頁
、
庄
屋
上
田
家

文
書
「
御
用
書
留
帳
」
上
田
家
文
書
三
―
三
九
。

11 

江
島
万
利
子
「
一
八
世
紀
後
半
の
統
治
制
度
と
社
会
状
況
」
渡
辺
尚
志
編
『
近

世
地
域
社
会
論
―
幕
領
天
草
の
大
庄
屋
・
地
役
人
と
百
姓
相
続
―
』
岩
田
書
院
、

一
九
九
九
、九
五
～
一
〇
〇
頁
。

12 

安
高
啓
明
『
姫
戸
町
・
龍
ヶ
岳
町
編
四　

近
世　

近
世
天
草
の
支
配
体
制
と

郡
中
社
会
』
上
天
草
市
、
二
〇
二
二
、三
四
二
～
三
四
三
頁
。

13 

東
昇
「
近
世
後
期
天
草
郡
高
浜
村
庄
屋
日
記
と
御
用
書
留
帳
・
文
書
の
連
携
」

『
京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
（
人
文
）』
七
二
、二
〇
二
〇
、二
二
六
頁
。

14

「
御
用
書
留
帳
」
上
田
家
文
書
三
―
三
九
、「
日
記
」
同
六
―
二
二
。

15 

東
昇
「
越
智
島
御
用
日
記
・
諸
願
控
の
史
料
情
報
分
析
―
願
書
の
ラ
イ
フ
サ

イ
ク
ル
と
決
裁
過
程
―
」『
近
世
伊
予
越
智
島
地
域
に
お
け
る
流
動
す
る
人
・
物
・

情
報
―
御
用
日
記
・
諸
願
控
の
総
合
的
研
究
―
』
京
都
府
立
大
学
歴
史
学
科
、

二
〇
〇
九
、八
～
一
三
頁
。
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表題 月日 分類 差出 宛名

1 覚 ( 唐船御用ニ付 ) 未正月 10 日 御用状 村井丈助 崎津村ゟ冨岡町迄　村々庄屋中

2 覚 ( 人馬差出可申ニ付 ) 未正月 10 日 先触 相生伝次兵衛 冨岡町・内田村・都呂々村他 5村・
崎津村　村々庄屋中

3 覚 ( 類族改清帳仕立見合ニ付 ) 正月 11 日 西目 数度勘右衛門印、相生伝次兵衛印 西目通村々　大庄屋・小庄屋中

4 覚 ( 人足差出可申ニ付 ) 未正月 13 日 先触 村井丈助 崎津・今富・大江、他 5ケ村冨岡迄
　右村々庄屋中

5 覚 ( 人馬差出可申ニ付 ) 未正月 13 日 先触 小川忠助印 崎津・今富・大江、他 6ケ村冨岡迄
　右村々庄屋中

6 覚 ( 田方引方・作夫食銀納願ニ
付 )

正月 14 日 天草・西目 丸山儀右衛門印、相生伝次兵衛印 大江組・壱町田組・久玉組　大庄屋・
小庄屋中

7 覚 (唐船御用人馬差出可申ニ付) 未正月 16 日 先触 村井丈助 崎津村・今富村・大江村、他 5ケ村、
冨岡町　右村々庄屋中

8 〔魚貫崎御番所江相（胡カ）乱成
者致徘徊ニ付廻状〕

2 月 2 日 西目 数度勘右衛門印、丸山儀右衛門印、
相生伝次兵衛印

西目筋村々　大庄屋・小庄屋中

9 〔御役所水夫給内訳書上〕 未 2 月 大江組 大江大庄屋 村々御庄屋中

10 作夫食願帳面認候諸入用覚 2 月 4 日 大江組 筆者嘉右衛門 －

11 覚 ( 影踏帳相違無之様相調可申
ニ付 )

未 2 月 5 日 西目 数度勘右衛門印、丸山儀右衛門印、
相生伝次兵衛印

西目筋村々　大庄屋・小庄屋中

12 覚 ( 茅・縄入用ニ付 ) 未 2 月 12 日 大江組 大庄屋四郎兵衛 友右衛門殿、幸右衛門殿

13 未年崎津附御山役人衆下番給三
組割

未 2 月 12 日 大江組 大庄屋 高浜友右衛門殿、小田床幸右衛門殿

14 冨岡御蔵納覚 ( 高浜村御蔵納・
内訳書上 )

未 2 月 大江組 大庄屋四郎兵衛 村々御庄屋中

15 覚 (堀又蔵郡奉行役被仰付ニ付) 2 月 西目 九 (丸カ )山儀右衛門印、相生伝
次兵衛印

西目筋村々　大庄屋・小庄屋中

16 覚 ( 引米・作夫食銀納等ニ付 ) 未ノ 2 月 20
日

天草・西目 丸山儀右衛門印、相生伝次兵衛印 大江組・壱丁田組・久玉組　大庄屋・
小庄屋中

17 覚 ( 村々巡見ニ付 ) 2 月 26 日 先触 丸山儀右衛門印 冨岡町・内田村・都呂々村他 22 村・
上村迄、右村々庄屋中

18 午御検見引米 － 天草 － －

19 覚 ( 免割掛札ニ付 ) 未 3 月 4 日 西目 数度勘右衛門印、丸山儀右衛門印、
相生伝次兵衛印

西目筋村々　大庄屋・小庄屋中

20 覚 ( 御免割札懸置ニ付 ) 未 2 月 天草 肥後国天草郡何村年寄誰印、庄屋
誰印、大庄屋誰印

冨岡御役所

【表】　寛延４年天草郡高浜村の御用一覧
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21 〔長崎奉公人・村人数書付遣可被
下ニ付廻状〕

3 月 9 日 大江組 筆者嘉右衛門 村々御庄屋衆中

22 冨岡附遠見山方衆小屋入用茅 3 月 9 日 大江組 大庄屋 －

23 覚 ( 亥之助様改名・御免割札懸
置ニ付 )

2 月 26 日 天草 丸山儀右衛門印 冨岡町・志岐組・井手組・御領組・
本戸組・栖本組・大矢野組・砺岐組・
久玉組・壱町田組・大江組　大庄屋
中

24 覚 ( 免割掛札之義ニ付請書 ) 未 2 月 天草 冨岡村庄屋名印、志岐組大庄屋名
印、何組ー

冨岡御役所

25 覚 ( 五ケ年平均之取米郷帳仕立
ニ付 )

3 月 17 日 西目 丸山儀右衛門印、相生伝次兵衛印、
相生伝次兵衛印

西目筋村々　大庄屋中

26 〔銀納未相納不申ニ付廻状〕 3 月 28 日 西目 数度勘右衛門印、相生伝次兵衛印 西目條村々　大庄屋・小庄屋中

27 覚 ( 異国船入津之節ニ付廻状 ) 4 月 11 日 西目 数度勘右衛門印、丸山儀右衛門印 西目通　大庄屋・小庄屋中

28 覚 ( 宗門改相廻ニ付役人馬可相
送ニ付 )

4 月 11 日 先触 数度勘右衛門印、丸山儀右衛門印 西目通　大庄屋・小庄屋中

29 西筋宗門御改御奉行様御廻順泊
り付

－ 先触 － －

30 〔長崎奉公人帳差遣ニ付廻状〕 未 4 月 11 日 天草 御蔵元助次郎 冨岡町・志岐・大江・壱町田・久玉・
本戸組　大庄屋・小庄屋御衆中

31 覚 ( 宗門改御人数当村江御泊り
ニ付 )

4 月 17 日 先触 志岐村大庄屋勘次郎 大江組、壱町田組・久玉組・本戸組
　大庄屋・小庄屋御衆中

32 〔宗門改御人数朝夕昼食ニ付触〕 － 大江組 (大庄屋 ) －

33 覚 ( 盗賊召捕候節ニ付 ) 未 4 月 天草 － 薩摩・出雲松江・肥前熊本他 31 御代
官所、右用達中

34 〔漂着船挽船賃諸雑用ニ付御用
達〕

未 4 月 天草 － 薩摩・長門萩・肥後熊本他 9ケ所、
右用達中

35 覚 ( 脇指紛失等町々吟味ニ付 ) 4 月 20 日 西目 丸山儀右衛門印、相生伝次兵衛印 西目通村々　大庄屋・小庄屋中

36 麦作御泊り覚 4 月 25 日 大江組 大江四郎兵衛 高浜ゟ都呂々村迄　庄屋衆中

37 覚 ( 郡奉行・御勘定中、麦見分
御出郷ニ付 )

4 月 17 日 天草 数度勘右衛門印、丸山儀右衛門印 村々大庄屋・小庄屋中

38 〔郡奉行、明朝麦見分出郷ニ付廻
状〕

4 月 20 日 天草 丸山儀右衛門印 村々大庄屋・小庄屋中

39 覚 ( 相生伝次兵衛・御奉行様一
向御出郷ニ付 )

4 月 20 日 先触 御蔵元助次郎 冨岡町・志岐組・井手組・御領組・
本戸組・栖本組・大矢野組・砺岐組・
久玉組・壱町田組・大江組　大庄屋
中

表題 月日 分類 差出 宛名
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40 覚 ( 又々検見引戻被仰付ニ付 ) 4 月 28 日 大江組 四郎兵衛 幸右衛門殿、伴右衛門殿、茂右衛門
殿

41 人足わり覚 4 月 28 日 大江組 四郎兵衛 －

42 覚 (高浜村ゟ御陣屋へ御着ニ付) 4 月 28 日 大江組 大江四郎兵衛 高浜村友右衛門殿、村々御庄屋中

43 覚 ( 相生伝次兵衛様御役所江被
帰候ニ付 )

未 4 月 29 日 先触 森山又市印 今富・大江・小田床、他 4村　右村々
庄屋中

44 覚 ( たし米入無滞御遣ニ付 ) 5 月 2 日 大江組 大江四郎兵衛 －

45 覚 ( 谷村喜六被相越候ニ付 ) 5 月 17 日 西目 丸山儀右衛門印 西目通　大庄屋・小庄屋中

46 覚 ( 角田左平郡奉行役被仰付ニ
付 )

未 5 月 9 日 天草 数度勘右衛門印、丸山儀右衛門印、
相生伝次兵衛印、相生伝次郎印

東目・西目村々　大庄屋・小庄屋中

47 覚 ( 村々割符ニ付 ) － 大江組 － －

48 覚 ( 唐船三艘帰帆ニ付 ) 未 6 月 7 日 天草 丸山儀右衛門印、相生伝次兵衛印 新井繁右衛門殿、辻市郎助殿、丹羽
賢右衛門殿、他 5名

49 覚 ( 唐船三艘帰帆ニ付 ) 未 6 月 7 日 西目 丸山儀右衛門印、相生伝次兵衛印 西目通村々　大庄屋・小庄屋中

50 覚 ( 大御所様他界・鳴物普請遠
慮ニ付 )

未閏 6 月 4
日

天草・西目 上田佐助、難波惣右衛門印 冨岡町・大江組・壱町田組・久玉組
　大庄屋・小庄屋中

51 覚 ( 阿弥陀寺へ虫除祈祷被仰付
ニ付 )

後 6 月 4 日 天草・西目 御蔵元助次郎 冨岡町・大江組・壱町田組・久玉組
　大庄屋・小庄屋中

52 覚 (大御所様御他界被遊候ニ付) 閏 6 月 11 日 天草・西目 御蔵元助次郎 冨岡町・大江組・壱町田組・久玉組
　大庄屋御衆中

53 〔御中陰中田方虫追之義ニ付廻
状〕

後ノ 6 月 13
日

天草・西目 御蔵元助次郎 冨岡町・大江組・壱町田組・久玉組
　大庄屋御衆中

54 〔御中陰中普請停止日限ニ付廻
状〕

閏 6 月 16 日 天草・西目 御蔵元助次郎 冨岡町・大江組・壱町田組・久玉組
　大庄屋御衆中

55 覚 ( 大江組之内身持不宜体之者
召捕ニ付 )

閏 6 月 19 日 大江組 上田佐助印、難波惣右衛門印 大江組　大庄屋・小庄屋中

56 覚 ( 御用材木下シ人足、高浜村
分 )

－ 大江組 － －

57 覚 ( 年貢等記帳面印形取置可申
ニ付 )

未閏 6 月 21
日

西目 難波惣右衛門印、上田佐助印 西目通　大庄屋・小庄屋中

58 案紙　差上申御請書之事 ( 年貢
等記帳面印形取置可申ニ付 )

－ 天草 － －

59 覚 (免割懸札新ニ懸替候様ニ付) 後 6 月 21 日 天草・西目 御蔵元助次郎 冨岡町・大江組・壱町（田）組・久
玉組　大庄屋御衆中

表題 月日 分類 差出 宛名
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60 覚 ( 筆者冨岡詰雑用割ニ付 ) 閏 6 月 29 日 大江組 筆者嘉右衛門 －

61 覚 ( 類族死失帳認候様仰付候ニ
付 )

閏 6 月 29 日 大江組 大江筆者嘉右衛門 右村々　御庄屋御衆中

62 覚 ( 検見御用ニ付 ) 7 月 23 日 先触 難波惣右衛門印 冨岡町・志岐村・御領組新休村、他
36 村、冨岡町　大庄屋・小庄屋中

63 覚 ( 小検見方御手合御下役壱人
御出ニ付 )

7 月 23 日 天草・西目 御蔵元助次郎 本戸組・久玉組・壱町田組・大江組
　大庄屋御衆中

64 御奉行様御廻領御泊り附左ニ記 未 7 月 17 日 天草 御蔵元助次郎 冨岡町・志岐組・井手組・御領組・
本戸組・栖本組・大矢野組・砺岐組・
久玉組・壱町田組・大江組　大庄屋
御衆中

65 〔御奉行様御儀急御用ニ付廻状〕 8 月 4 日 大江組 大江大庄屋四郎兵衛 高浜村ゟ都呂々村迄　御庄屋中

66 覚 (麁末成米相納不申候様ニ付) 8 月 22 日 天草・西目 御蔵元助次郎 冨岡町・大江組・壱町田組・久玉組
　大庄屋・小庄屋衆中

67 覚 ( 唐船追々帰帆ニ付 ) 未 9 月 6 日 西目 難波惣右衛門印、数度勘右衛門印 西目通　大庄屋・小庄屋中

68 〔遠見御番人中宛廻状〕 － 御用状 － －

69 覚 ( 五番船、七番船唐船出帆ニ
付 )

未９月 16 日 西目 難波惣右衛門印、数度勘右衛門印 西筋村々　大庄屋・小庄屋中

70 〔遠見御番人中宛廻状〕 － 御用状 － －

71 覚 ( 百姓諸役費無之様ニ付 ) 未 9 月 17 日 西目 難波惣右衛門印、数度勘右衛門印 西目通　大庄屋・小庄屋中

72 覚 ( 唐船出帆ニ付 ) 9 月 28 日 西目 難波惣右衛門御印、数度勘右衛門
御印

西筋　大庄屋・小庄屋中

73 覚 ( 人馬無滞御出可被成ニ付 ) 10 月 13 日 先触 御蔵元助次郎 冨岡町・内田村・都呂々村他 6村、
牛深村　御庄屋衆中

74 覚 ( 御年貢米無油断積廻候様ニ
付 )

10 月 22 日 天草・西目 御蔵元助次郎 冨岡町・大江組・壱町田組・久玉組
　大庄屋御衆中

75 〔御年貢皆済従江戸茂被仰渡ニ付
触書〕

11 月 11 日 西目 上田佐助印、難波惣右衛門印 西目筋　大庄屋・小庄屋中

76 〔未年銀納石代御直段書付〕 11 月 17 日 大江組 大庄屋四郎兵衛 村々庄屋衆中

77 覚 ( 宝暦に改元ニ付 ) 11 月 22 日 西目 上田佐助印、難波惣右衛門印 西目筋　大庄屋・小庄屋中

78 覚 ( 櫨実積船、水船ニ相成候ニ
付 )

11 月 28 日 大江組 丹羽貞左右衛門、中村次兵衛、吉
村弥次郎

大江村、高浜村、小田床村　庄屋・
年寄中

79 覚 ( 唐船漂着御用ニ付 ) 12 月 5 日 先触 御蔵元助次郎 冨岡町・内田・都呂々他 4ケ村、崎
津村　御庄屋御衆中

80 〔庄屋中宛村継状〕 － 御用状 下津深江牧藤沢右衛門印 庄屋中
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81 覚 ( 嘉右衛門御帳面書筆紙墨代
村割ニ付 )

－ 大江組 － －

82 〔上田佐介宛村継状〕 － 御用状 難波惣右衛門、庄田善右衛門、村
上伊六

上田佐介殿

83 〔御蔵元助次郎宛村継状〕 － 大江組 大江大庄屋士郎兵衛 御蔵元助次郎殿

84 覚 ( 難波惣左衛門、冨岡御役所
へ罷帰ニ付 )

未 12 月 7 日 先触 牧藤沢右衛門印 大江村・高浜村・小田床村・下津深
江村・都呂々村・内田村　庄屋中

85 覚 ( 上田佐助、崎津江被罷越ニ
付 )

12 月 8 日 先触 難波惣右衛門印 冨岡町・内田村・都呂々村他 4ケ村、
崎津村　庄屋中

86 〔崎津村上田佐助他 2 名宛村継
状〕

－ 御用状 冨岡御役所相生伝次兵衛、難波惣
右衛門

崎津村上田佐助殿　庄田善右衛門殿
　村上伊六殿

87 未年銀上納 ( 本文反故線 ) 未 12 月 大江組 大江四郎兵衛 村々御庄屋中

88 〔御手船・買船にて薪解請之儀ニ
付廻状〕

12 月 11 日 西目 難波惣右衛門印、相生伝次兵衛印 西筋　大庄屋・小庄屋中

89 覚 ( 相生伝次兵衛、崎津村罷越
ニ付 )

未 12 月 11
日

先触 難波惣右衛門印 冨岡町・内田村・都呂々村他 4ケ村、
崎津村　大庄屋・小庄屋中

90 覚 ( 上田佐助、冨岡江被罷帰候
ニ付 )

12 月 12 日 先触 相生伝次兵衛印 大江村・高浜村・小田床村他 3村・
冨岡町　庄屋中

91 覚 ( 足軽伊藤利左衛門、崎津村
へ御越ニ付 )

12 月 13 日 先触 御蔵元助次郎 冨岡町・内田村・都呂々村 4ケ村、
崎津村　庄屋衆中

92 〔崎津村相生伝次兵衛・庄田善右
衛門宛村継状〕

－ 御用状 冨岡御役所難波惣右衛門、上田佐
助

崎津村相生伝次兵衛殿　庄田善右衛
門殿

93 覚 ( 勝川半七、崎津村江御越ニ
付 )

12 月 16 日 先触 御蔵元助次郎 冨岡町ゟ下津深江　御庄屋衆中

94 〔崎津湊江漂着之唐船乗せ渡り候
奥州南部人相果ニ付廻状〕

－ 御用状 － －

95 〔今富村他 3 村、番人相勤候様被
仰付ニ付廻状〕

12 月 18 日 大江組 大庄屋四郎兵衛 村々庄屋衆中

96 覚 ( 鈴木六左衛門、崎津村江被
罷越ニ付 )

12 月 19 日 先触 難波惣右衛門印 冨岡町・内田村・都呂々村 4ケ村、
崎津村　庄屋中

97 〔崎津村相生伝次兵衛他 2 名宛村
継油紙包〕

－ 御用状 難波惣右衛門、上田佐助 崎津村相生伝次兵衛殿、鈴木六左衛
門殿、勝川半七殿

98 〔磯部安右衛門、崎津へ御越ニ付
廻状〕

12 月 23 日 先触 御蔵元助次郎 右村々　御庄屋御衆中

99 覚 ( 磯部安右衛門、崎津村ゟ罷
帰りニ付 )

12 月 24 日 先触 － －

表題 月日 分類 差出 宛名

出典：寛延 4年「御用書留帳」（上田家文書 3-1、上田陶石合資会社所蔵）
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　（裏） 　 　 （表） 　

1.  南山城・宇治地域を中心とする歴史遺産・文化的景観の研究

2.  近世伊予越智島地域における流動する人・物・情報　―御用日記・諸願控の総合的研究―

3.  八幡地域の古文書と石清水八幡宮の絵図　―地域文化遺産の情報化―

4.  八幡地域の古文書・石造物・景観　―地域文化遺産の情報化―

5.  丹後・宮津の街道と信仰

6.  城陽市域の地域文化遺産　―神社・街道の文化遺産と景観―

7.  熊野の信仰と景観　―宗教遺産学の試み―

8.  石見銀山域の歴史と景観　―世界遺産と地域遺産―

9.  和束地域の歴史と文化遺産

10. 石清水門前寺院・南山城地域の古文書　―京都府歴史資料の調査―

11. 舞鶴地域の文化遺産と活用

12. 「丹後の海」の歴史と文化

13. 古代寺院の儀礼・経営に関する分野横断的研究

14. 舞鶴・京丹後地域の文化遺産

15. 沖縄の宗教・葬送儀礼・戦没者慰霊

16. 舞鶴の地域連携と世代間交流　井上奥本家文書調査報告

17. トルコ・アナトリアの「歴史的重層性」と文化遺産

18. 京都東山・三嶋神社文書調査報告

19. 京都雲ヶ畑・波多野六之丞家文書調査報告

20. 綾部地域における文化資源の発掘と継承　―君尾山光明寺文化財調査報告Ⅰ―

21. 京都山伏山町文書調査報告

22. あのころの雲ヶ畑 ―京都雲ヶ畑写真資料調査報告―

23. 文化財の保存活用と地域コミュニティ

24. 長崎県対馬市所在　高麗版経調査報告書

25. 聖地・霊場の成立についての分野横断的研究

京都府立大学文化遺産叢書（2008 ～）　


